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単元株式数についての定款の定めの廃止に関する公告 

 

 当社は、１単元が 100 株となっておりました当社普通株式、Ａ種種類株式及びＢ種種類

株式の単元株式数(以下、「当社株式の単元株式数」といいます。)についての定款の定めを

廃止いたしましたので、下記のとおり公告いたします。 

 

記 

 

当社株式の単元株式数についての定款の定めの廃止の効力発生日：2026 年４月４日 

 

  当社定款第９条(単元株式数)及び第 10 条(単元未満株式についての権利)を削除し、 

 当該削除に伴い条数の繰上げを行いました。 

以上 

 


